
番号 ご意見等の概要 件数 区の考え方

1

【ICT環境整備活用について】
学校において一人一台のタブレットを配布していただいたことは、まなびの
権利の保障だと高く評価します。
しかし、IC機器を扱うリテラシーを十分に行っていただきたいと思います。
また、子どもの影響が出やすいという電磁波の影響についても十分に注
意を払っていただきたいと思います。

1

学校における一人ひとりのタブレットの配布等環境整備を継続してまいります。
ご意見等のあった、IC機器を扱うリテラシーについて、教員への研修等の実施に加えて、児童
生徒に向けてリテラシーの向上に役立つ取り組みを検討・実施いたします。また、電磁波の影響
については、児童生徒の健康に配慮した取り組みに努めます。

2

【化学物質の調査、適正管理について】
低空で飛行機が飛ぶことにより、ジェット燃料による空中の化学物質が
増加するのではと懸念しています。このような視点を持って、調査にあたって
いただきたいと思います。 1

国土交通省による羽田空港周辺の大気汚染状況調査では、二酸化硫黄やPM2.5を含め
た大気汚染物質について、環境基準を満たしている状況です。
区においても、引き続き大気汚染測定室における常時監視等により、大気汚染状況を監視し
てまいります。

3

【旧平和小学校跡地の活用について】
従前の計画から大幅に変更になっているので、区民向けの説明会が必
要です。

1

仮校舎・区民事務所等の機能を備えた、複合施設の整備プランを現在検討中です。
整備プランやスケジュールなどが具体化できた時点で、地域の皆様を対象とした説明会を開催
する予定です。

「未来戦略推進プラン２０２１（案）」 パブリックコメント結果について
・実  施  期  間    令和３年３月１日（月）～令和３年３月３１日（水）
・周  知  方  法   広報としま３月１日号掲載 区ホームページ掲載
・閲  覧  場  所    区ホームページ、企画課、行政情報コーナー、区民事務所（東・西）、図書館
・受  付  方  法    はがき０件、ファックス０件、Eメール２件、郵送０件、持参０件
・提出意見数  22件

■案に対するご意見と豊島区の考え方 ※ここにご紹介するご意見については、プライバシーの関係からいただいた方の住所・氏名は掲載しておりません。
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【自転車走行空間整備事業について】
走行サインがさまざまあって、自転車は一体どこを走ったらいいのかわかり
にくい現状です。
ぜひ、自転車事故を減らすための表示をお願いします。

1

自転車は、道路交通法上「軽車両」に位置づけられ、車道通行が原則となります。歩道に「普
通自転車歩道通行可」の標識等がある場合や13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身
体の不自由な人が自転車を運転している場合は、歩道を走行することができます。
区では、安全な自転車走行環境を整備するため、国のガイドラインに準拠し、平成30年6月
に「豊島区自転車走行環境計画」を策定しました。この計画に基づき、自転車の車道通行を基
本として、自転車ナビラインを暫定的に敷設します。
令和3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い予算未措置ではありますが、令和4年度
以降は、年度毎に整備予定路線を選定し、予算措置を検討します。

5

「羽田空港機能強化」により、豊島区上空を南風晴天時に毎日旅客
機が低く飛行しています。騒音について、当初国土交通省が説明していた
よりも大きく、73デシベルが観測され、特に豊島区上空飛行の際は機体
が大きく旋回するためか、高音でキーンと音や振動がとてもうるさく、落下物
の危険もゼロにはなりません。
以前の飛行ルートに戻すよう、国に働きかけてください。

1

区としては、首都圏の国際競争力強化などを目的とした羽田空港の機能強化の必要性は理
解しているところですが、騒音対策や安全対策の徹底は重要であると認識しています。
騒音対策につきましては、引き続き国に対して、低騒音機の導入促進や最新技術・知見の反
映など、対策の強化を求めてまいります。
航空機からの落下物はあってはならないものであり、2018年9月に制定された落下物防止対
策基準による対策の徹底を、今後も引き続き国に要望してまいります。

6

豊島区上空を1065ｍの高さで飛行した場合、61～69デシベルの騒
音になると国交省から説明を受けていましたが、実機飛行では千早小学
校屋上の測定で説明をうわまわる最大73デシベルを計測しています。コロ
ナ禍で飛行機の便数が減っている今ですらこの騒音です。
子どもたちが学んだり、放課後の生活をしている学校は、騒音対策が必
要と思います。対応をお願いします。

1

航空機運航による学校教育への影響を踏まえながら、必要に応じて騒音対策を検討してまい
ります。また、学校改築の際には、遮音性に優れた窓ガラスの導入を検討してまいります。
なお、国土交通省からは、提示していた騒音値について、全国の空港周辺で大型機・中型
機・小型機ごとに測定して平均した値であり、様々な要因により実際には上下にばらつきが生じ
ると説明されております。

7

飛行機が飛ぶ西部地域は木造住宅も多く、さらに住宅が密集して消防
車が入れない地域もあります。万が一落下物等により事故や火災が発生
すれば大惨事となりかねません。
万が一の事故の際、国土交通省はもちろん、消防を管轄する総務省と
の連携などどのようにされるのか豊島区としてもしっかり確認し、万が一の場
合の対策を公表してください。

1

事前に有事の際の関係機関との連絡体制を整備しておくことは、非常に重要であると認識して
います。豊島・池袋両消防署をはじめ、関係省庁との連絡体制の構築に努めてまいります。
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以前にもお願いしていた南長崎中央公園の芝生は１年経過してさらに
ひどい状態で、風の強い日などは砂ぼこりが本当に凄いです。植木や樹木
も根が土から出たり折れたりしています。以前の指定管理業者から変更さ
れて以降、年々ひどい状況です。
区内公園の定期的なチェックと指導をお願いします。

1

南長崎中央公園は、指定管理者に管理運営を委任しています。広場には芝やクローバーの
種をまいていきますが、芝などが定着するには時間がかかります。このため砂埃を低減させる方法
として、低木を増やすことや定期的な水まきを実施するよう指導していきます。また、樹木の根が
地面から露出している箇所は土をもるなどの対処をしていきます。

9

コロナ禍で国内外からの観光客もいない今、また今後税収減で厳しくな
ることが予想され、豊島区の財政が心配です。
「東長崎駅前のデジタルサイネージ」は一旦中止、他の事業でも特に区
民に影響のない経費は削ってください。 1

ご意見の通り、新型コロナウイルス感染症の影響による税収減が見込まれていることから、事業
の実施については徹底した精査を行い、税収減の中でも的確な財政運営をしていきます。
なお、東長崎駅南口のデジタルサイネージについては、トキワ荘マンガミュージアムの開館に合わ
せ設置しました。南長崎地域でのトキワ荘ゆかりの地散策案内、マンガ・アニメ事業、オリンピック
のプロモーション映像の放映など、地域並びに来街者への情報発信に寄与していると考えており、
放映の停止は考えておりません。

10

IKEBUSは区民の税金で運行されているのにあまり区民に還元されてい
ないように思います。
IKEBUSよりもコミュニティバスを区内全域で運行していただきたいです。

1

IKEBUSは池袋駅周辺の4公園や区役所等の施設を巡回しており、施設等を訪れる高齢者
や障害者、小さなお子様連れの方などが安全安心に利用できる移動システムとなっております。
コミュニティバスの運行につきましては、豊島区は他の地域と比較して公共交通が充実した地
域ですが、木造密集地域など道路基盤が脆弱な地域では、小さいバスでも走行することができ
ない状況です。そのような地域では、現在、都市計画道路の整備を進めており、その道路の開
通に併せた新たなバス路線の検討を行ってまいります。

11

池袋駅周辺では首都直下型地震が発生した場合、最大約５万３千
人の帰宅困難者が発生すると想定され、池袋駅の一日あたりの乗降客
数は２６４．６万人とあります。「としまみどりの防災公園」の収容人数
は約2500名程度です。
帰宅困難者や手当が必要な方（区民以外の方も）をどのように受け
入れるのでしょうか？計画を公表してほしいです。

1

首都直下地震等により、池袋駅周辺に多数の帰宅困難者が発生した場合、としまみどりの防
災公園以外にも区・都立施設や、協定を締結している民間事業者の施設へ要請し、帰宅困
難者の受け入れを行います。具体的な手順は、「豊島区帰宅困難者対策計画」にお示しして
います。
また、駅周辺では、毎年11月に「帰宅困難者対策訓練」を実施し、受入要領の訓練・検証
を行っています。引き続き、より実効性のある帰宅困難者対策について検討してまいります。
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先日‟生理の貧困“を抱える女性を支援として、防災備蓄用の生理用
品が配布され、「１家庭30個入」で1回の生理でも使用する個数には足
りないですが、何よりも困った声に即答えて頂けたのがとても良かったです。
今回は1回限りの対応かと思いますが、できれば今後区内の小中学校、
区民ひろば、エポック10、などにも常備し、困っている児童・生徒・学生・住
民がいれば配布できるなど、新たな支援を検討いただきたいです。

1

今回の生理用品の配付は、様々なご事情で生理用品を用意することが難しいかたに、防災備
蓄品の入替の時期をとらえて実施させていただきました。今後につきましては未定ですが、生きづ
らさを抱える女性を支えていくために、庁内の連携を強化し、多角的な視点から検討をしてまいり
ます。

13

今回の防災用の生理用品配布について、区議会でも反対なく即対応
頂いた支援を、「公明党豊島区議団からの緊急要請を受け」と豊島区
HPに記載するのは、何か特定の政党の宣伝のようで違和感があります。

1

コロナ禍の緊急事態宣言中において迅速な対応が求められるなか、防災備蓄物資を活用した
生理用品の配布は、緊急要望を受けて、その日のうちに区として事業実施を決定するという、か
つてない検討プロセスを経て実施に至りました。その検討経緯をお伝えするために、「緊急要望を
受け」というかたちで会派名を記載したものです。
区の広報活動については正確かつ公正な情報発信が求められることから、今後も慎重に対応
してまいります。

14

コロナ禍で、病院での出産前のママパパ研修がリモートに変更、保育園
の見学・体験も大きく制限されるなど、妊娠・出産・育児が今まで以上に
大変です。まだまだ生活が制限される状態が続くことも予想されます。
これまで豊島区は細かくサポート頂いていますが、より一層の対応をお願
いします。

1

区では、母親学級、パパママ準備教室、赤ちゃん訪問、乳幼児健診などの母子保健事業と
子育て支援センター事業をはじめとする子育て支援事業、保育事業の実施により、妊娠・出
産・育児を切れ目なく支援しています。
コロナ禍での妊娠・出産・育児について、関係部署が連携を強化してより一層、切れ目なく重
層的に支援してまいります。

15

小規模保育施設は認可保育園と同じ基準のＡ型のみにしてください。

1

区内には、A型17施設、B型2施設、C型4施設の小規模保育施設を設置しています。（令
和3年4月1日現在）
本区において、将来的にA型のみとする計画はありませんが、各保育施設の特色や少人数保
育の特性を生かしつつ、「豊島区保育の質ガイドライン」の普及・啓発などを通じて、更なる保育
の質の向上のため取り組んでまいります。
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保育中の事故が全国でも毎年起きています。すべての保育施設では
「日本スポーツ振興協会災害給付制度」や他の傷害保険への加入が義
務付けされていると説明されましたが、各保育園のＨＰ等を拝見しても公
表していない施設がほとんどです。
区の「保育園入園のしおり」への記載や公表をお願いします。

1

東京都の認可保育所においては、保育所設置認可等事務取扱要綱により、利用する子ども
に関して保険または共済制度への加入を必須としています。
加入状況等について、情報量の限られる入園のしおりにすべて掲載することは困難ですが、公
立保育園につきましては情報を集約し、今後区HPでの公表を検討してまいります。
一方、私立保育園等で加入している内容は園ごとに異なっておりますので、各園に直接ご確
認ください。

17

待機児童対策で認可保育施設の増設を頂き助かりますが、「保育の
質」が下がらないよう、また「どこか入れる保育園」ではなく保育方針などに
共感して「選んで入れる保育園」になるよう手厚い施策をお願いします。

1

待機児童対策を進めていくうえで、認可保育施設の整備を進めていくことは重要な取組みであ
り、令和2年度は待機児童ゼロを達成できました。また、令和3年4月も待機児童ゼロを維持で
きる見込みです。これまで同様、整備を継続していくことに加え、「保育の質」の向上に向けた取
組みを進めていくことは重要な課題と考えております。
  今後も整備にあたっては、保育施設の保育方針や質の向上に向けた取組みなどを慎重に見
極め、区民の皆様が「選んで入れる」保育施設の誘致を進めてまいります。
「保育の質」の担保につきましては、引き続き指導検査、巡回指導及び研修による人材育成

を通じて、質の確保及び区内のどの保育施設に通っても、受ける保育の質に差が出ないよう、レ
ベルの統一に努めてまいります。
また、処遇改善により保育士の定着を図るとともに、豊島区の実情に応じた保育が実施できる
よう、保育施設への財政援助の面からも引き続き施策を実施してまいります。

18

保育園や学校などで子どもたちが性被害にあう事件が全国で、また豊島
区でも起こっています。子どもへの性犯罪は再犯率も高いと報道でもありま
した。
過去に処分を受けた人が子どもに関わる仕事に何らかのチェックを行う、
保育園などでは園児に対して保育者が一人にならない（複数の目が常に
ある）状態にするなど対策をお願いします。

1

保育士は、児童福祉法に規定する欠格事由に該当した場合、都道府県により、保育士登
録を取り消されることとなります。保護者の皆様がお子さんを安心して預けることができるよう、各
園に対し、保育士採用時の資格確認の徹底や、採用後の職員一人ひとりの育成・指導、ま
た、園内での問題を早期発見できる管理体制などについて、注意喚起や必要な指導を引き続
き行ってまいります。
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区立保育園で職員向けに行われた子どもへの暴力防止プログラム（Ｃ
ＡＰ）研修を私立保育園職員・小中学校教職員などへも広げていただ
きたいです。

1

子どもへの暴力防止プログラム（CAP）は、令和2年度に子ども、保護者、職員を対象として
区立保育園１園で試行的に実施しました。子どもたちがいじめや虐待といった、あらゆる形態の
暴力から自分を守るための予防教育は意義のあることと認識しています。
現在、いじめ、虐待、体罰等を防ぐための研修は、保育園職員や小中学校教職員に対して
様々な形で実施しており、CAPについても子どもの権利推進を図る取り組みの中で考えてまいり
ます。

21

コロナ禍での学童クラブ実施は子ども・保護者とも本当に助かっていま
す。ただスキップ一般利用がコロナ禍で中止される中、学童クラブの児童
数がさらに増え、小さい学童でも70名以上、大規模学童では200名を超
えています。
子どもたちのストレスが強くならないよう、また密を避けるためにも集団の
単位を学級同様40名程度になるよう居場所を分けてください。

1

区では、1支援の単位の児童数が概ね40人～50人になるよう、大規模学童クラブの場合
は、複数の支援の単位を設け、職員配置や施設整備をしています。
スキップ専用スペース以外にも、放課後使用可能なスペースについて、今後も学校とタイムシェ
アリングの調整をすすめてまいります。

20

学童クラブでのおやつの時間が遅すぎます。給食を12時ごろに食べた
後、学童クラブの児童は17時過ぎまで何も口にできません。せめて下校の
早い低学年だけでもおやつを16時前に食べさせていただきたく、毎年お願
いしています。宜しくお願いします。
学童クラブの夏休み等は、おやつを16時前に提供して頂きありがとうござ
いました。4月は3月末まで保育園で生活し、15時におやつを食べていた
新1年生が入ってきます。春休みは職員も異動等、子どもたちも新しい環
境でとても大変なことは重々承知していますが、一番環境の変化が大きい
特に「新一年生」だけでも、春休み期間中おやつ16時前提供をお願いし
ます。

1

現在、17時以降の保育利用者で希望される方のみを対象としております。その理由は、
① 小学校の授業終了時間が延び、学童クラブへの登室時間も遅くなっていること
② ①に伴い、放課後子どもの自主的な遊びや活動（各種プログラム・放課後子ども教室な
ど）の開始時間が15時30分以降となる日が多いこと
③ 保護者の就労時間が夜間に延び、学童クラブの利用時間が19時まで延長になったこと
④ 利用人数に対し、安全や衛生に配慮し、万全を期して間食を提供するための準備やスペー
スの確保が困難なこと
⑤ 夏季間食提供時間の繰上げにより、延長利用者からは夕飯までの間にお腹が空いてしまうと
の意見も寄せられていること
⑥ 間食提供はアレルギー・食中毒等への配慮が伴う為、特に「新一年生」に限ったとしても、新
年度当初の繰り上げ実施は万全を期すことが難しいこと
等から、児童の遊びや生活の流れ、間食を提供する時間や内容を考慮し、17時に提供をして
おり、現在のところ変更の予定はございません。
ただし、夏休み期間中については、万全を期して間食の提供が可能との判断から、水分補給
も兼ね、15時から16時の間での提供を引続き実施してまいります。
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子どもたちの安全や指導のためにも、学童クラブ指導員が欠員にならな
いよう、また長く働いていただけるよう、正規職員数を増やしてください。

1

令和2年度より会計年度任用職員制度が始まり、子どもスキップに勤務する学童指導専門
員、学童指導員等の処遇が大幅に改善された結果、定着率が向上し、採用状況も大幅に改
善されました。正規職員につきましては、区全体のバランスを踏まえ、適切な配置に努めてまいり
ます。

※提出意見数 22 件


